
 

1 

韓国における最近の廃棄物事情 
 

 ソウル市立大学  環境工学部 李東勲  
                                  
1 はじめに 

韓国は、1970年代及び1980年代の経済の高度成長とともに都市化及び産業化を経験した。産

業化と都市化は環境汚染の問題を同時に引き起こした。それに対応して、政府は法律強化、施

設支援等さまざまな環境汚染防止対策を施行したが、そのほとんどは水質汚染対策及び大気汚

染対策に集中され、廃棄物の問題はそれ程深刻に思わなかった。しかし、1980年代末になってか

ら、ごみ発生量の増加、残余埋立容量の枯渇、中間処理施設及び法律体系の不備により、ごみ

問題は大きな社会問題の一つになり始めた。 
廃棄物管理法が最初の独立法として制定されたのは1986年のことであるが、あまり実効性がな

かったので、1991年に全文改正された。改正法は、廃棄物のリサイクリング、減量、デポジット（預

置金）制度、焼却及び埋立地の管理の基準等を導入し、現行法の基本となった。それ以降、廃棄

物管理法は計10回改正され、現在に至っている。すなわち、韓国において廃棄物管理の重要性

を認識し始め、本格的な独立法律や制度が具備されたのは1992年になってからであり、単純埋立

処分しかしていなかった韓国において、本格的に適正廃棄物管理制度を施行したのはわずか10
年に過ぎないという非常に短い歴史である。 

韓国は、1996年12月に経済協力開発機構（OECD）に加入した。OECDの評価の通り、韓国は

OECD会員国の中で単位国土面積当りの生活廃棄物（日本の一般廃棄物）発生密度が最も高い

国である。国土面積1km2当りの年間生活廃棄物発生量は、アメリカ24トン（2001年）、日本139トン

（2000年）、韓国183トン（2002年）である。しかしながら、韓国では、廃棄物処理は伝統的に埋立に

依存してきたので、廃棄物管理の第一の目標は脱埋立及び衛生埋立の政策であった。政府はそ

れを焼却処理による減量化政策に取り替えようとしたが、NGOや地域住民の猛烈な反対運動に直

面し、計画通りには推進できなかった。 
そこで、政府は処分対象のごみ量を減らすための多様な政策的手段を活用している。1995年に

全国的に導入されたごみ従量制（ごみを指定された有料の袋に入れて出す制度）と再活用（リサイ

クル）のための徹底した分別収集、使い捨て用品の使用規制等がそれである。いわゆる、経済的

誘引手段の導入とともに、消費段階において、資源化できる廃棄物の発生源での分別収集を極

大化するとともに廃棄物の発生量を最大に減らそうとする政策である。このような政策手段は、民

主化社会運動の風とともに環境団体の強い応援を受けて、廃棄物管理の強力な基本方針になっ

ている。その結果、ごみ発生量の減少、分別資源ごみ量の増加、国民の意識水準の向上等、多

大な成果をあげている。しかし、基本的な処理及び資源化の施設の不足、統計の不明な部分の

存在、管理や規制の経済的非効率性、循環システムの未構築等、解決しなければならない様々

な問題も残されている。 
 

２ 廃棄物の管理体系 

2.1 廃棄物関連法令 

廃棄物は基本法である「廃棄物管理法」を中心として、「資源の節約と再活用促進に関する法

律」、「廃棄物の国家間移動及びその処理に関する法律」などによって管理されている。その他の

関連法律には、「廃棄物処理施設設置促進及び周辺地域支援等に関する法律」、「韓国資源再

生公社法」及び「首都圏埋立地管理公社の設立及び運営に関する法律」などがある。 
「廃棄物管理法」は、廃棄物の分類体系、国家及び地方自治体の廃棄物管理責務、廃棄物

管理基準及び廃棄物処理業などに関する事項を規定しており、「資源の節約と再活用促進に関
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する法律」は、資源再活用（リサイクル）基本計画、廃棄物負担金制度、包装材と１回用品（使い

捨て用品）などの使用規制、生産者責任再活用制度（EPR）などに関する事項を定めている。一

方、「廃棄物の国家間移動及びその処理に関する法律」は、廃棄物の輸出入による環境汚染を

適正に統制するためのバーゼル協約を履行するために制定された法律である。 
「廃棄物処理施設設置促進及び周辺地域支援等に関する法律」は、廃棄物処理施設の立地

選定に関する手続きと廃棄物処理施設周辺影響地域の環境調査及びサポート等に関する事項

を定めている。「韓国資源再生公社法」は、廃棄物の発生抑制とリサイクル事業を総合的に遂行

する資源再生公社の組職・運営・財源及び事業に関する事項を、また、「首都圏埋立地管理公社

の設立及び運営に関する法律」は、首都圏埋立地管理の效率性を向上するための首都圏埋立

地管理公社の設立及び管理に関する事項をそれぞれ規定している。韓国の廃棄物関連法令を

表１に要約した。 
 
 

表１ 韓国の廃棄物管理とリサイクルに関する法律 

法      律 解       説 

廃棄物管理法 （1986年） 現在の廃棄物管理法の基礎 

廃棄物管理法全面改定 （1991年） 廃棄物のリサイクル、減量、廃棄 物収集 処理 費用、

デポジット（預置金）制度、埋立地管理の導入を含む 

資 源 の節 約 及 び再 使 用 促 進 に関 する

法律 （1992年） 

資源のリサイクル基本 計画、廃棄物負担金 及びデポ

ジット制度、包装材と１回用品（使い捨て用品）などの

使用規制、生産者責任再活用制度（EPR）などに関す

る事項 

デポジット（預置金）制度 (1992年) 家電製品、タイヤ、潤滑 油、電池、紙製 品、金属缶の

製造業者はデポジットを政府に支払い、その業者がそ

の製品または廃棄物となった製品をリサイクルした時

点でデポジットの金額に応じた返金を受ける 

ごみ従量制 (1995年) 有料の袋を使って生活 廃棄物の発生 量によって異な

った処理費用を課す制度(全国施行) 

リサイクル製品に対する品質認証制 度 

(1997年) 

民間企 業が製造する高品質のリサイクル製品に対す

る政府の認証制度（産業資源部により実行される） 

生産者責任再活用制度 (2003年) 紙パック、ガラスびん、金属 缶、プラスチック包装 材 、

電池 類、タイヤ、潤滑 油、電子製品 等 18項目の製 品

及び包装 材に対して生産 者にリサイクル責任を付 与

し、デポジット金額の免除の代わりに目標に達してい

ない部分に対しては罰金を課す 

 
 

2.2 廃棄物の分類及び管理体系 

廃棄物管理法では廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥を除く）を生活廃棄物と事業場廃棄物で分類

している（図１）。生活廃棄物は家庭で排出される廃棄物を中心としているが、事業場で排出される

廃棄物であっても、その量が多くなく家庭で排出される廃棄物と質的特性が類似な物などを含む。

一方、事業場廃棄物は多量生活系廃棄物、排出施設系廃棄物、建設廃棄物、指定廃棄物など

に分けられる。多量生活系廃棄物は、単位建物や事業場で１日 300kg 以上の廃棄物を排出する

場合に適用されているが、質的特性は生活廃棄物とほぼ同じである。水質汚染防止施設、大気

汚染防止施設、騷音・振動防止施設などを設置した事業場で発生する汚泥類などの廃棄物は排
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出施設系廃棄物として分類される。建築物と道路の新築・解体・改修・補修過程で発生する廃棄

物は建設廃棄物に分類される。指定廃棄物は、廃油、廃酸など周辺環境の汚染や人体への危

害及び感染をもたらす可能性がある有害な物質として大統領令で定めている廃棄物を言う。 
 

 

図１ 廃棄物の分類体系  
 
 
廃棄物を生活廃棄物と事業場廃棄物に分類したのは、廃棄物処理に関する責任を明確にす

るためである。生活廃棄物の責任は地方自治体長にある。各地方自治体は地域内で発生するす

べての生活廃棄物に対して処理計画を樹立し、これと係わる施設及び設備を用意しなければなら

ない。一方、事業場廃棄物の処理責任は排出者にあり、事業場廃棄物の排出者は自ら処理体

系を整えるとともに、すべての費用を負担し、また処理実績を政府に報告するようになっている。建

設廃棄物を事業場廃棄物として分類したのは、排出者に建設副産物（土砂、廃アスコン、廃コンク

リト、廃木材など）を自ら再利用するように誘導する目的もある。 
国は廃棄物管理全般に関する基本計画を樹立し、地方自治体に技術的・財政的に支援する

一方、広域自治体（市・道）は管轄基礎自治体の廃棄物処理事業に対する調整などの義務があ

る。  
2.3 廃棄物管理政策の方向 

環境部（日本の環境省）は廃棄物の発生自体を優先的に減らし、発生した廃棄物は最大限に

資源化し、処理しなければならない廃棄物は環境的に安全で衛生的に処理するという「資源循環

型廃棄物管理体系」を定着して行くために、「第２次国家廃棄物管理総合計画」を発表した（2002
年3月）。その内容を図２に示した。 

「第２次国家廃棄物管理総合計画」によると、この計画が終わる2011年度の目標は、予想される

生活廃棄物発生量を12%減らして１人１日当たり0.91kg （2001年度は1.01kg/人 /日）になり、埋立

または焼却処理しなければならない廃棄物は2001年度の量より21%減らすことになる。そして、再

活用基盤施設の拡充、再活用技術開発及び再活用産業育成などに総額1兆3,000億ウォン（10
ウォン＝1円）を集中的に投資し、再活用率を53%まで高めようとしている。 

また、政府は生活廃棄物の焼却処理率を30%まで高めるために約1兆1,000億ウォンを施設拡

充に投資し、埋立率は17%の水準まで低める一方、事業場廃棄物は予想発生量の8%を減らすと

ともに再活用率を80%まで高める計画を立てている。 
 
 

廃棄物 

建設廃棄物 

生活廃棄物 

事業場 
廃棄物 

事業場 
一般廃棄物 

生活系 

排出施設系 

生活系廃棄物 

指定廃棄物 (有害廃棄物) 

) 
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図２ 資源循環型廃棄物管理体系（「第２次国家廃棄物管理総合計画」） 

 
 
３ 廃棄物の発生及び処理現況  

3.1 廃棄物の発生現況   
廃棄物の総発生量は、韓国の廃棄物管理の歴史の元年と思われる 1992 年度を基点として漸

進的に増加する傾向を示している。そのなかで、生活廃棄物の発生量は 1995 年度のごみ従量

制導入、1997 年度及び 1998 年度の通貨危機による経済沈滞によって大きく減少したが、1999
年度以後再び漸進的に増加している。事業場一般廃棄物、建設廃棄物と指定廃棄物を含む事

業場廃棄物の発生量は毎年 10%以上増加している。特に、建設廃棄物が高い増加率を見せて

いる。それは、再建築、再開発等建設景気が活発であったためと思われる。1994 年度の１人１日

当り生活廃棄物発生量は 1.30kg であったが、2001 年度の発生量は 1.01kg に減少した。表２に

は最近７年間の廃棄物発生量の推移を示している。 
 

再使用 蒸留酒類、清涼飲料類などの空き瓶の洗浄•再使用 

再活用 

再活用産業育成 

再活用施設支援 

生産者責任再活用制 

選別、保管及び圧縮、破砕施設など 国庫支援 

再活用施設資金支援、再活用品使用促進 

焼 却 

焼却施設の設置 

焼却ｴﾈﾙｷﾞｰ回収 

ダイオキシン管理基準強化、住民支援 

地域暖房、電力生産 

埋 立 

埋立施設の広充 

埋立地の資源化 

衛生埋立及び浸出水処理強化、住民支援事業 

ガス発電、電力生産、生態公園体育施設造成 

発生抑制 

廃棄物負担制度 

過大包装抑制 

一回用品使用抑制 
一回用コップ、容器、スプーン、カミソリ、ショウピ

ン袋、応援用品など 10 品目 

飲食料品類、化粧品、洗剤類、衣類、雑貨類など ７

品目  

プラスチク製品、有毒物製品、ガム、タバコ、一回用

おむつなど ７品目 

空き瓶保証金制 

金属缶、ガラス瓶、紙パク、合成樹脂包装材、電子製

品、蛍光灯、タイヤ、潤滑油など 18 品目 
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表２ 廃棄物発生量の推移      （単位：トン/日、％） 
区  分 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

総発生量 
180,573 

(175,334) 

195,275 

(189,200) 

190,255 

(184,989) 

219,216 

(211,728) 

234,282 

(226,668) 

260,757 

(252,927) 

- 

(269,468) 合 計 

増減率  8.1 -2.6 15.2 6.9 11.3 (6.5) 

発生量 49,925 47,895 44,583 45,614 46,438 48,499 49,834 生活系 

廃棄物 

（MSW） 増減率  -4.1 -6.9 2.3 1.8 4.4 2.8 

発生量 96,984 93,528 92,713 103,893 101,453 95,908 99,493 排出施設系 

廃棄物 

(事業場一般) 増減率  -3.6 -0.9 12.1 -2.3 -5.5 3.7 

発生量 28,425 47,777 47,693 62,221 78,777 108,520 120,141 
建設廃棄物 

増減率  68.1 -0.2 30.5 26.6 37.8 10.7 

発生量 5,239 6,075 5,266 7,488 7,614 7,830  指定廃棄物 

(有害) 増減率  16.0 -13.3 42.2 1.7 2.8  

(  ) 指定廃棄物を除く 

 
 

表３は生活廃棄物中の処理･処分対象廃棄物の性状の変化を示している（分別収集した再活

用品は除外）。表３に示したように処理･処分対象生活廃棄物の中で、可燃物が８割以上を占めて

いる。特に、生ごみは約 32～38％で、最も高い比率を示している（分別収集した再活用品を含む

と 23～29％）。 
 
 

表３ 生活廃棄物の物理的組成（分離回収した再活用廃棄物は除く） （単位：%） 
区  分 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

合 計 100 100 100 100 100 100 100 

生ごみ 38.5 36.9 37.1 35.7 34.9 32.8 32.3 

紙類 16.9 17.1 17.7 17.9 17.0 16.8 16.0 

木材類 4.9 5.4 5.8 5.7 6.0 7.0 6.8 

その他 20.0 21.8 22.6 25.0 26.6 27.0 30.2 

可燃物 

合計 80.3 81.2 83.2 84.3 84.5 83.7 85.3 

灰 4.9 3.5 2.9 2.3 2.0 1.8 1.5 

金属 

ガラス 

土器類 

4.1 4.0 3.4 3.2 3.0 2.8 2.5 

その他 10.7 11.3 10.5 10.2 10.5 11.8 10.7 

不燃物 

合計 19.7 18.8 16.8 15.7 15.5 16.3 14.7 

 
 

政府は、生ごみを減らすために 1995 年から対国民広報及び汎国民運動を拡大展開している。

その効果は分からないが、毎年生ごみの比率が徐々に減少している。しかし、このような努力にも

かかわらず生ごみは最も高い比率を占有し、焼却及び埋立の既存の処理方式では悪臭や浸出

水発生等の問題による住民の強い反対もあり、より根本的な処理対策が求められている。政府は

また、2005 年から埋立地への生ごみの直接搬入を法律的に禁止し、自治体に処理対策を求めよ
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うとした。自治体は可能な地域から生ごみを分別収集し、別の施設で処理又は資源化を行うように

なった。 
主な方法は堆肥化と飼料化で、0.5 トン/日規模以上の民間及び公共の施設がそれぞれ 121 ヶ

所と 90 ヶ所であった（2002 年度）。他の方法は飼料化／堆肥化並行、嫌気性消化、下水併合、

ミミズ飼育等である。しかし、これらの施設は平均稼動率が 60％程度で低いことと技術及び経済的

な面などのことから改善点が多く残っている。 
3.2 廃棄物の処理現況  

指定（有害）廃棄物を除く廃棄物総量について、年度別処理方法の変化を表４に示した。廃棄

物の処理方法は再活用が主である。再活用の統計的定義は国によって異なるが、ごみ処理量の

面からの再活用率は 1996 年度に 54.9％であったが、2002 年度には 70.1％に大きく増加した。一

方、同期間での埋立率は 39.8％から 20.1％に大きく減少した。また、焼却率は 5.3％から 6.2％に

若干増加した。 
 
 

表４ 廃棄物の処理現況（有害廃棄物は除く） （単位：トン/日、%） 
区 分 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

合 計 
175,334 

(100) 

189,200 

(100) 

184,989 

(100) 

211,728 

(100) 

226,668 

(100) 

252,927 

(100) 

269,468 

(100) 

埋 立 
69,846 

(39.8) 

74,059 

(39.2) 

61,361 

(33.2) 

53,401 

(25.2) 

50,814 

22.4) 

52,436 

(20.7) 

54,247 

(20.1) 

焼 却 
9,228 

(5.3) 

10,292 

(5.4) 

10,317 

(5.6) 

12,291 

(5.8) 

15,546 

(6.8) 

16,876 

(6.7) 

16,771 

(6.2) 

再活用 
96,260 

(54.9) 

104,849 

(55.4) 

109,095 

(59.0) 

139,625 

(65.9) 

153,365 

(67.7) 

175,802 

(69.5) 

188,900 

(70.1) 

海洋投棄 
- - 4,216 

(2.2) 

6,411 

(3.0) 

6,943 

(3.1) 

7,813 

(3.1) 

9,550 

(3.6) 

 
   

生活廃棄物の年度別処理方法の変化を表５に示した。生活廃棄物は自治体長の責任の下に

処理されている。 
 
 

表５ 生活廃棄物の処理現況        （単位：トン/日、％） 
区 分 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

合 計 
49,925 

(100) 

47,895 

(100) 

44,583 

(100) 

45,614 

(100) 

46,438 

(100) 

48,499 

(100) 

49,834 

(100) 

埋 立 
34,116 

(68.3) 

30,579 

(63.9) 

25,074 

(56.2) 

23,544 

(51.6) 

21,831 

(47) 

21,000 

(43.3) 

20,704 

(41.6) 

焼 却 
2,725 

(5.5) 

3,409 

(7.1) 

3,943 

(8.9) 

4,676 

(10.3) 

5,440 

(11.7) 

6,577 

(13.6) 

7,230 

(14.5) 

再活用 
13,084 

(26.2) 

13,907 

(29.0) 

15,566 

(34.9) 

17,394 

(38.1) 

19,167 

(41.3) 

20,922 

(43.1) 

21,900 

(43.9) 
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埋立率が継続的に減少しているのに対して再活用率（再活用のため分別収集した率）が増加し

ている。2002 年度には再活用率が約 44％で埋立率（約 42％）より大きくなっている。埋立率の減

少と焼却率の増加に対して、再利用率の増加が大きいことは、これらの埋立地や焼却場の建設が

いかに難しいことかを表している。すなわち、1996 年度には生活廃棄物の 68.3%を埋立処分した

が、2002 年度には 41.6％に大きく減少し、1996 年度には 26.2%のみが再活用されたが、ごみ従

量制実施及び再活用政策などによって 2002 年度には再活用率が 43.9％に大きく増加するなど

廃棄物管理の構造が望ましい方向に変わっている。しかし、処理対象生活廃棄物のうちで、可燃

性廃棄物が 80%に達しているにも関わらず、NGO や住民の反対などによる焼却施設建設が遅れ

ているなどで焼却率は 14.5%に過ぎないことや再活用に対する環境、経済、社会、統計の面の充

実は、まだ検討すべき問題が多く残されている。 
3.3 廃棄物処理施設の拡充 

1998 年度末基準の衛生埋立率 84%を 2004 年までに 100%に上げるために、埋立施設 74 ヶ

所の建設を推進した結果、2002 年度までに 50 ヶ所（7,831 千 m2）（首都圏埋立地３工区 3,812
千 m2 を含む）を完工し、運営している。24 ヶ所（2,759 千 m2）は建設中である。埋立施設を設置

する地域に対しては、1996 年度まで施設費の 50%が国庫補助されたが、1997 年度以後は施設

費の 30%を支援している。  
2011 年度までには生活廃棄物発生量の 30%を焼却処理する計画である。2002 年度末現在、

一日焼却用量 50 トン以上の大型生活廃棄物焼却施設が 30 ヶ所稼動中で、7 ヶ所の大型生活

廃棄物焼却施設が建設されている。焼却施設を設置する地方自治体に対しては 1996 年度まで

は施設費の 30%を融資支援したが、1997 年からは国庫補助している。 2001 年からは、広域施

設はソウル市で 30%、その他の広域市で 40%、その他の市・郡で 50%を支援している。 
 

４ 韓国の重要な廃棄物管理政策 

4.1 一回用品(使いすて用品)使用抑制政策  
廃棄物減量化のための予防的管理として、年間 38 万トン発生する一回用品廃棄物のうち、再

活用ができないプラスチック袋、スチロポル容器などに対して 1994 年３月から使用を規制してきた。

この規制の施行は、国民に環境意識を高めるとともに親環境的な生活様式を進める目的もあり、

良い政策と思われるが、根本的に法律の執行上の問題がある。これに対して、政府は関連法の整

備とともに守るべき事業場に対する義務を拡大及び強化している。また、市民や企業には自律的

に一回用品使用を減らすことを宣言して、一回用品の減量化を試みている。 
4.2 包装廃棄物発生抑制政策 

包装廃棄物は、材質の多様化と発生量の急増によってその処理に多くの問題がある。また、再

活用することにも多くの社会的費用が必要である。そこで、包装廃棄物発生抑制政策が1993年８

月から「資源の節約と再活用促進に関する法律」第15条と「製品の包装方法及び包装材の材質

料などの基準に関する規則」を根拠にして施行されてきたが、2002年２月の全面改訂により、包装

材質規制、包装方法規制、合成樹脂材質の包装材の年次別削減制度などの政策を推進してい

る 
4.3 生ごみ減量化政策 

韓国においては、生ごみ処理の問題が発生量と質的な面から最も重要な位置にある。1996 年

度の 29.1%に比べて徐々に減少する傾向を見せているが、2001 年度の生ごみ発生量は 1 日

11,237 トンであり、全体の生活廃棄物発生量 48,499 トン/日の約 23%を占めていた。 
政府は生ごみの量を減らすために、1995 年７月から８個の中央部処が参加する“生ごみ管理協

議体”を構成して管理対策を共同推進してきたし、生ごみを減らす運動を汎国民運動で拡大展開

した。1997 年を“健全な食べ物文化定着の年”と設定してマスコミなどと共同で“生ごみを半分に”

減らすキャンペーンを展開しており、2000 年には食事文化改善及び良いメニュー実践のためのマ
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スコミを利用した対国民広報を強化している。2002 年にはワールドカップをきっかけで環境親和的

食べ物文化を定着させるために自治体と食べ物業者団体、市民団体との協約締結等々、民間団

体と一緒に生ごみを減らすことを生活化するための教育、広報プログラム開発、試験事業などを推

進している。 
4.4 ごみ従量制 

1995 年に韓国は全国を対象にごみ従量制を導入した。ごみ従量制の基本概念は排出者負担

原則である。ごみ従量制の導入目的は、源泉的なごみ減量化、リサイクル品分離排出の定着、手

数料による処理費用の充当である。最も確実な方法はリサイクル品の分離排出を生活化させるこ

とである。積極的なリサイクル品の分別収集を通し処理・処分対象ごみの排出を最小限に減少さ

せるという意識を全国民に充分に伝えてリサイクル率を高めることが最も効果的であると考えられる。   
しかし、経済及び環境意識水準の発展にふさわしいごみ処理及び資源化のための基盤施設の

確保がなければ、全国的施行はごみ管理体系に混乱をもたらす。そのため、不法投棄、不法焼却

及び非効率的なリサイクルなどへの対応を含め、総合的な環境改善効果及び効率的費用改善効

果の面からも充分に検討しなければならない。ごみ排出者としての国民個人の生活はもちろんのこ

と、地域共同体意識においても否定的な変化があり、社会的問題として多くの啓蒙活動が必要で

ある。そこで、政府は 2001 年 12 月にごみ従量制改善総合計画を樹立して、2002 年には“ごみ従

量制施行指針”を改正し施行している。 
4.5 生産者責任再活用制度 

デポジット（預置金）制度やごみ従量制施行の後、再活用率の向上に限界を感じた政府は「資

源 の節 約 と再 活 用 促 進 に関 する法 律 」を改 定 、生 産 者 責 任 再 活 用 制 度 （Extended Producer 
Responsibility）を導入した。まず、2003 年度から紙パック、ガラス瓶から電子製品まで既存のデポ

ジット対象の品目を含めて 18 項目の製品に対して先に適用した。今後、この制度の定着とともに、

対象項目を拡大して行く計画である。 
しかし、生産者というのは広い範囲の概念であるため、現実的に彼らの責任を明確に分けること

は不可能である。従って、韓国は主責任者方式を採択している。全ての生産者に義務を与えるこ

とが望ましいが、不特定多数の場合と零細事業者に対しては免除基準を設けている。生産者達は

自分達の義務を直接、委託、あるいは、環境部認可の共済組合を通じて移行する。2003 年３月

に電子産業環境協会 (家電製品 )を初め、10 個の再活用共済協会が認可された。 
 
５ おわりに 

韓国では、1980年代末高度の経済成長に伴いごみ発生量の増加、残余埋立容量の枯渇、中

間処 理施 設 及び法 律 体系の不備 等でごみ問 題は大きな社会 問 題の一つになった。このため、

1992年になって、廃棄物関連制度及び社会システムの整備を経て廃棄物管理の新しいシステム

が動き始めた。このように、韓国は現代的な廃棄物管理を導入したのはわずか10年程前で、歴史

が浅い。しかし、これらの管理制度は完全ではなく、ここ10年間、基本法である「廃棄物管理法」だ

けでも、施行令と施行規則を含めて36回の改正が行われた。このことは、韓国の廃棄物管理事情

がどれほど複雑でしかも緊急な状況になっているのかを表している。 
廃棄物管理が複雑でしかも緊急な状況になった主な理由は、NGO や住民の猛烈な反対など

があげられる。初期の広域焼却処理政策が失敗した事例を始め、民主化の風とともに吹き始めた

様々な嫌悪施設の反対運動に対して政府の対応が不充分であったことは否認できない。しかし、

このような厳しい条件下でも、政府が 2,000 万人の首都圏人口が約 30 年間使える大規模な首都

圏埋立地（630 万坪）を建設したことを含め、法制度の整備や様々な減量化及び再活用の政策を

導入し、10 年程の短い廃棄物管理歴史の間に処理対象ごみの減少や分別資源ごみ量の増加

の他、国民の意識水準の向上等多大な成果をあげて廃棄物大乱が避けられたことも事実である。
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ただし、基本的な処理及び資源化の施設の不足や統計の不明な部分の存在、管理や規制の経

済的非効率性、循環システム構築等々、解決しなくてはならない様々な問題も多く残されている。 
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